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農
林
水
産
省 

○ 
 

 
 

 

令
第
五
号 

経
済
産
業
省 

流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

六
年
法
律
第
二
十
三
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
連
鎖
化
事
業
者
の
貨
物
自
動
車
運
送
役
務
の
持
続
可
能
な
提
供
の
確
保
に

資
す
る
運
転
者
の
運
送
の
効
率
化
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
八
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

農
林
水
産
大
臣 

小
泉
進
次
郎 

 
 

経
済
産
業
大
臣 

武
藤 

容
治 

 
 

連
鎖
化
事
業
者
の
貨
物
自
動
車
運
送
役
務
の
持
続
可
能
な
提
供
の
確
保
に
資
す
る
運
転
者
の
運
送
の
効
率
化
に
関
す
る

判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

連
鎖
化
事
業
者
の
貨
物
自
動
車
運
送
役
務
の
持
続
可
能
な
提
供
の
確
保
に
資
す
る
運
転
者
の
運
送
の
効
率
化
に
関
す
る
判
断

の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
（
令
和
七
年
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
 

 

（
運
転
者
の
荷
待
ち
時
間
の
短
縮
） 

第
二
条 

連
鎖
化
事
業
者
は
、
停
留
場
所
の
数
そ
の
他
の
条

件
に
よ
り
定
ま
る
荷
役
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
車
両
台
数

を
上
回
り
一
時
に
多
数
の
貨
物
自
動
車
が
集
貨
又
は
配
達

を
行
う
べ
き
場
所
に
到
着
し
な
い
よ
う
、
当
該
場
所
の
状

況
を
把
握
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
に
よ
り
、
貨
物
の
受

渡
し
を
行
う
日
及
び
時
刻
又
は
時
間
帯
を
分
散
さ
せ
る
こ

と
に
よ
り
、
法
第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
ら
な
い

（
運
転
者
の
荷
待
ち
時
間
の
短
縮
） 

第
二
条 

連
鎖
化
事
業
者
は
、
停
留
場
所
の
数
そ
の
他
の
条

件
に
よ
り
定
ま
る
荷
役
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
車
両
台
数

を
上
回
り
一
時
に
多
数
の
貨
物
自
動
車
が
集
貨
又
は
配
達

を
行
う
べ
き
場
所
に
到
着
し
な
い
よ
う
、
当
該
場
所
の
状

況
を
把
握
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
に
よ
り
、
貨
物
の
受

渡
し
を
行
う
日
及
び
時
刻
又
は
時
間
帯
を
分
散
さ
せ
る
こ

と
に
よ
り
、
法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
ら
な
い
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こ
と
が
同
号
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
運
転
者
一
人
当
た
り
の
一
回
の
運
送
ご
と
の
貨
物
の
重

量
の
増
加
） 

第
三
条 

連
鎖
化
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
取
組
を
行
う
こ

と
に
よ
り
、
法
第
六
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
取
組

に
よ
ら
な
い
こ
と
が
同
号
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
有
効
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

第
一
種
荷
主
が
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲

げ
る
措
置
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
貨
物
の
受
渡
し
を

行
う
日
及
び
時
刻
又
は
時
間
帯
に
つ
い
て
協
議
し
た
い

旨
を
申
し
出
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
応
じ
て
、

こ
と
が
同
号
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
運
転
者
一
人
当
た
り
の
一
回
の
運
送
ご
と
の
貨
物
の
重

量
の
増
加
） 

第
三
条 

連
鎖
化
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
取
組
を
行
う
こ

と
に
よ
り
、
法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
取
組

に
よ
ら
な
い
こ
と
が
同
号
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
有
効
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

第
一
種
荷
主
が
法
第
三
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
掲

げ
る
措
置
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
貨
物
の
受
渡
し
を

行
う
日
及
び
時
刻
又
は
時
間
帯
に
つ
い
て
協
議
し
た
い

旨
を
申
し
出
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
応
じ
て
、
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必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。 

二
～
四 

（
略
） 

必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。 

二
～
四 

（
略
） 

 
 

 
附 
則 

 

こ
の
省
令
は
、
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 


